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永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

の
言
い
回
し
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
よ
り
前
の
昭
和
五

0
年
代
（
以
下
、
単
に
「
昭
和
五

0
年
代
」
と
表
記
す
る
）
に
最
高
裁

に
お
い
て
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
総
覧
し
、
そ
の
概
況
、
死
刑
選
択
基
準
の
動
向
、
永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程
と
永
山
基
準
の
意

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、

昭
和
四

0
年
代
(
-
九
六
五
ー
一
九
七
四
年
）

一
六

は
、
最
高
裁
の
死
刑
選
択
基
準
に
と
っ
て
、
「
変
化
の
十
年
」
で
あ
っ
た
。
別
稿
で
分

(1
)
 

析
し
た
通
り
、
最
高
裁
が
死
刑
を
相
当
と
す
る
罪
責
の
量
は
二
度
に
わ
た
っ
て
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
が
死
刑
を
相
当
と
す
る

罪
責
の
量
は
、
昭
和
四
一
年
(
-
九
六
六
年
）
頃
と
昭
和
四
八
年
(
-
九
七
―
―
一
年
）
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら
れ
、
寛
刑
化
が
進
ん
だ
。

そ
の
結
果
、
昭
和
四

0
年
代
末
に
は
、
「
死
刑
制
度
を
存
置
す
る
現
行
法
制
の
下
で
は
、
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様
こ
と
に
殺
害
の
手

段
方
法
の
執
拗
性
・
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
こ
と
に
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
の
数
、
遺
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影
響
、
犯
人
の
年
齢
、

前
科
、
犯
行
後
の
情
状
等
各
般
の
情
状
を
併
せ
考
察
し
た
と
き
、
そ
の
罪
責
が
誠
に
重
大
で
あ
っ
て
、
罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら
も
一
般

（
永
山
基
準
）
と
判
示
し
た
昭
和
五
八
年
(
-
九
八
三
年
）

予
防
の
見
地
か
ら
も
極
刑
が
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(2
)
 

の
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
と
ほ
ぽ
同
様
の
量
刑
判
断
が
な
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
量
刑
基
準
の
言
い
回
し
は
、
昭
和
四

0
年
代
に
は
確
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

で
は
、
昭
和
五

0
年
代
に
、
最
高
裁
の
死
刑
選
択
基
準
は
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
に
ど
の
よ
う
な
経
過
で
辿
り
着
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
同
判
決
以
前
の
昭
和
五

0
年
代
(
-
九
七
五
年
ー
一
九
八
三
年
）
に
最
高
裁
の
死
刑
選
択
基
準
は
、
昭
和
四

0
年
代
末
と
同
様

~
 

ヽ

い
っ
た
ん
は
異
な
る
基
準
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決

は

じ

め

に

（
―
-
七
0
)



．
牛ー

ー

数

二
、
概

況

(3
)
 

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
先
に
掲
載
し
た
死
刑
判
決
一
覧
資
料
記
載
の
凡
例
に
則
り
、
【

(1
)
昭
和
四

0
年
代
の
死
刑
選
択
基
準
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四
0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大

学
法
学
論
集
六
二
巻
三
号

（二

0
―
二
）
二
八
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
の
動
向
」
同
六
二
巻

四
＂
五
号

（二

0
一三
）
三
五
頁
以
下
参
照
。

(2
)

最
判
昭
五
八
年
七
月
八
日
刑
集
三
七
巻
六
号
六
0
九
頁
。

(
3
)

拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
五

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六
四
巻
二
号

（二

0
一
四）

二
四
頁
以
下
。

昭
和
五

0
年
代
の
う
ち
、
昭
和
五
八
年
の
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
よ
り
前
に
限
れ
ば
、
最
高
裁
に
お
い
て
、
死
刑
を
是
認
す
る

判
決
が

一
九
件
言
渡
さ
れ
、
確
定
し
た
。
ま
た
、
昭
和
四

0
年
代
末
に
最
高
裁
に
お
い
て
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
後
、
判
決
訂
正
申
立
て

（
刑
事
訴
訟
法
四

一
五
条
）
が
な
さ
れ
て
、
昭
和
五

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
同
申
立
て
が
棄
却
さ
れ
、
判
決
が
確
定
し
た
も
の
が

一
件
あ

(4
)
 

る
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
決
が
確
定
し
た
の
は
昭
和
五

0
年
代
で
あ
る
も
の
の
、
判
決
日
が
昭
和
四

0
年
代
で
あ
る
た
め
、

(5
)
 

既
に
別
稿
で
検
討
し
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の

一
件
を
除
き
、
昭
和
五

0
年
代
に
最
高
裁
に
お
い
て
死
刑
を
是
認
す
る
判
決
が
言

渡
さ
れ
確
定
し
た

一
九
件
を
検
討
対
象
と
す
る
。

な
お
、
昭
和
六
三
年

(

-
九
八
八
年
）
頃
か
ら
、
控
訴
審
の
死
刑
の
判
断
を
不
服
と
し
て
な
さ
れ
た
上
告
に
対
し
、
最
高
裁
が
上
告
を

(6
)
 

棄
却
し
た
場
合
、
弁
護
人
か
ら
判
決
訂
正
の
申
立
て
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
通
例
と
な
っ
て
い
る
。

義
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い

。

関
法
第
六
四
巻

三

•
四
号

】
の
整
理
番
号
を
付
し
た
。

一
六

（
―
-
六
九
）



図 1 最高裁において昭和50~58年に確定した死刑判決

（被殺者数別）

永
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2
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被
殺
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別
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況
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六
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―
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六
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(7
)
 

し
か
し
、
本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
一
九
件
に
つ
い
て
は
、
判
決
訂
正
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
も
の
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
よ
り
前
の
昭
和
五

0
年
代
に
確

定
し
た
死
刑
判
決
一
九
件
を
被
殺
者
数
別
に
見
る
と
、
そ
の
内
訳
は
、
被
殺
者
八
名

(8
)

（

9
)

（

10
)
 

の
事
案
が

一
件
、
被
殺
者
五
名
の
事
案
が
一
件
、
被
殺
者
四
名
の
事
案
が
一
件
、
被

(12
)
 

殺
者
三
名
の
事
案
が
二
件
、
被
殺
者
二
名
の
事
案
が
九
件
、
被
殺
者

一
名
の
事
案
が

(13
)
 

五
件
と
な
っ
て
い
る
（
図
1
)
。

こ
の
よ
う
に
、
被
殺
者
数
別
に
見
る
と
、
被
殺
者
二
名
の
事
案
が
全
体
の
約
半
数

を
、
次
い
で
、
被
殺
者
一
名
の
事
案
が
全
体
の
約
四
分
の

一
を
占
め
て
い
る
。
被
殺

者
二
名
の
事
案
と
被
殺
者
一
名
の
事
案
を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
七
割
を
超
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
六
七

件
の
被
殺
者
数
別
内
訳
は
、
被
殺
者
六
名
の
事
案
が
一
件
、
被
殺
者
五
名
の
事
案
が

一
件
、
被
殺
者
四
名
の
事
案
が
一
件
、
被
殺
者
三
名
の
事
案
が
四
件
、
被
殺
者
二
名

の
事
案
が

一
七
件
、
被
殺
者
一
名
の
事
案
が
四
三
件
と
な
っ
て
お
り
（
図

2
)
、
被

殺
者

一
名
の
事
案
が
全
体
の
約
三
分
の

二
を
占
め
、
被
殺
者
二
名
の
事
案
と
被
殺
者

(14
)
 

一
名
の
事
案
を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
約
九
割
に
及
ん
で
い
た
。



図2 最高裁において昭和40-49年に確定した死刑判決

（被殺者数別）
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代
の
死
刑
選
択
基
準
と
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

昭
和
四

0
年
代
と
昭
和
五

0
年
代
を
比
較
す
る
と
、
死
刑
判
決
に
お
い
て
被
殺
者

二
名
の
事
案
と
被
殺
者
一
名
の
事
案
が
多
数
を
占
め
る
傾
向
は
共
通
し
て
い
る
。
し

か
し
、
昭
和
四

0
年
代
に
死
刑
判
決
に
お
い
て
七
割
を
占
め
て
い
た
被
殺
者
数
一
名

の
事
案
は
、
昭
和
五

0
年
代
に
は
そ
の
割
合
が
全
体
の
約
四
分
の

一
ま
で
低
下
し
て

い
る
。
代
わ
っ
て
、
昭
和
四

0
年
代
に
死
刑
判
決
に
お
い
て
約
四
分
の

一
に
す
ぎ
な

か
っ
た
被
殺
者
数
二
名
の
事
案
は
、
昭
和
五

0
年
代
に
は
全
体
の
約
半
数
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
死
刑
の
「
主
役
」
は
、
被
殺
者

一
名
の
事
案
か
ら
、
被
殺
者

二
名
の
事
案
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
五

0
年
代
に

な
っ
て
、
被
殺
者
一
名
の
事
案
の
割
合
が
低
下
す
る

一
方
で
、
被
殺
者
二
名
の
事
案

の
割
合
が
上
昇
し
た
の
は
、
最
高
裁
が
死
刑
を
相
当
と
す
る
罪
責
の
量
を
昭
和
四
〇

年
代
に
二
度
に
わ
た
っ
て
引
き
上
げ
、
昭
和
五

0
年
代
に
入
っ
て
も
そ
れ
を
維
持
し

た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五

0
年

被
殺
者
二
名
の
事
案
が
死
刑
の
「
主
役
」
と
な
っ
て
い
る
傾
向
は
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
の
状
況
と
共
通
し
て
い
る
。
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
平
成
二
四
年
（
二
0
―
二
年
）
末
ま
で
に
最
高

裁
に
お
い
て
確
定
し
た
一
七
一
件
の
死
刑
判
決
を
被
殺
者
数
別
に
見
る
と
、
表
1
及
び
図
3
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
被
殺
者
数
二
名
の

事
案
が
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
最
高
裁
が
昭
和
四

0
年
代
末
に
死
刑
を
相
当
と
す
る
罪
責
の
量
を
引
き
上
げ
、
昭

一
六
四

（
―
-
六
七
）



表 1 最高裁において昭和59年～平成24年に確定した死刑判決

（被殺者数別）
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図 3 最高裁において昭和59年～平成24年に確定した死刑判決

（被殺者数別）

検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

6名以上

8%  

5名
4% 

4名
12% 

1名
12% 

2名
49% 

3名
15% 

一
六
五

(
-
―
六
六
）

で
、
最
高
裁
に
お
い
て
死
刑
が
確
定
し
た
事
件
は
な
い
。
こ
れ

(23
)
 

は
、
永
山
事
件
第
一
次
控
訴
審
判
決
に
対
し
て
検
察
官
が
上
告

昭
和
五
六
年
七
月
以
降
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
ま

い
る
。

事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
よ
り
前
）

年）

の
事
案
が

0
件
と
な
っ
て

の
事
案
が

0
件
、
昭
和
五
八
年
(
-
九
八
三
年
）

（
一
九
八
一
年
）

3
．
判
決
年
別
の
状
況

（
永
山

和
五

0
年
代
に
入
っ
て
も
そ
れ
を
維
持
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
昭
和
五

0
年
代
の
死
刑
選
択
基
準
と
併
せ
て

次
に
、
最
高
裁
の
判
決
年
別
に
見
る
と
、
そ
の
内
訳
は
、
昭

(16
)
 

和
五

0
年
(
-
九
七
五
年
）
の
事
案
が

二
件
、
昭
和
五
一
年

:7
)
 

（
一
九
七
六
年
）
の
事
案
が
一
件
、
昭
和
五

二
年

(
-
九
七
七

(18
)
 

年
）
の
事
案
が
二
件
、
昭
和
五
三
年
(
-
九
七
八
年
）
の
事
案

(19
)

（

20
)
 

が
四
件
、
昭
和
五
四
年
(
-
九
七
九
年
）
の
事
案
が
三
件
、
昭

(21
)
 

和
五
五
年
(
-
九
八

0
年
）
の
事
案
が
四
件
、
昭
和
五
六
年

(22
)
 

の
事
案
が
三
件
、
昭
和
五
七
年
(
-
九
八

二



（
―
-
六
五
）

(24
)
 

し
最
高
裁
に
事
件
が
係
属
し
て
以
後
、
上
告
さ
れ
て
い
た
全
て
の
死
刑
事
件
の
審
理
が
事
実
上
停
止
し
た
た
め
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
判
決
年
別
に
見
る
と
、
最
高
裁
に
お
い
て
死
刑
が
確
定
し
た
件
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
年
ご
と
に
大

き
な
変
動
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
昭
和
五

0
年
代
の
死
刑
選
択
基
準
と
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
4
)

【1
C
1
4
0
S
1
1
9
】
最
判
昭
四
九
年
―
二
月
二

0
日
裁
判
集
刑
一
九
四
号
四
一
五
頁
。
判
決
訂
正
申
立
て
は
、
昭
和
五

0
年
一
月
二
九
日
に
棄

却
さ
れ
、
最
高
裁
判
決
が
確
定
し
た
。

(
5
)
拙
稿
「
動
向
」
•
前
掲
注

(
l
)四
一
頁
。

(
6
)

井
上
薫
編
著
『
裁
判
資
料
死
刑
の
理
由
』
（
作
品
社
、
一
九
九
九
）
二
三
頁
以
下
の
判
決
編
の
各
判
決
の
デ
ー
タ
に
よ
る
。

(
7
)

刑
資
ニ
―
六
号
(
-
九
七
七
）
及
び
同
ニ
ニ
七
号
(
-
九
八
一
）
の
事
件
一
覧
表
の
デ
ー
タ
に
よ
る
。
昭
和
五
五
年
(
-
九
八

0
年
）
以
降
の

デ
ー
タ
は
入
手
で
き
な
か
っ
た
。

(8
)

【8
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
三
年
―
一
月
二
八
日
裁
判
集
刑
ニ

―
三
号
七
五
九
頁
。

(
9
)

【5
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
四
年
―
二
月
二
五
日
刑
資
ニ

ニ
七
号
二
五
四
頁
。

(10)

【4
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
五
年
―
一
月
一
九
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ

0
号
八
三
頁
。

(11)

【3
1
5
0
Sー

1
】
最
判
昭
五
三
年
四
月
一
七
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
一
七
九
頁
、
一
3
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
六
年
三
月
一
九
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ
―

号
一
四
三
頁
。

(12)

【2
d
_
5
0
S
I
l
】
最
判
昭
五

0
年
一

0
月
三
日
刑
資
ニ

―
六
号
四
ニ
ニ
頁
、
【
2
e
1
5
0
S
I
1
】
最
判
昭
五
二
年
四
月
二
六
日
刑
資
ニ
ニ
七

号
四
一
頁
、
【
2
d
1
5
0
S
I
2
一
最
判
昭
五
三
年
一
月
二
六
日
刑
資
ニ
ニ
七
号

一
九
四
頁
、
【
2
C
1
5
0
S
I
1
】
最
判
昭
五
三
年
六
月
二
二
日
刑

資

―二
七
号

一
〇
七
頁
、
一
2
e
1
5
0
s
_
2
L
i
ー
最
判
昭
五
四
年
四
月
一
七
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
二
七
八
頁
、
【
2
d
_
5
0
S
I
3
】
最
判
昭
五
五
年
三

月
―
―
裁
判
集
刑
ニ
―
七
号
一
八
三
頁
、
【
2
b
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
五
年
四
月
二
五
日
裁
判
集
刑
ニ
―
七
号
六

0
七
頁
、
【
2
C
1
5
0
S
I

2
】
最
判
昭
五
五
年
―
一
月
六
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ

0
号
六
三
頁
、【
2
b
1
5
0
S
I
2
一
最
判
昭
五
六
年
六
月
二
六
裁
判
集
刑
ニ
ニ
ニ
号
六
六
三

頁。

(13)
【

1
C
1
5
0
s
_
1】

関
法

最
判
昭
五

0
年
五
月
二
七
日
裁
判
集
刑
一
九
六
号
四
九
一
頁
、
【
1
b
1
5
0
s
_
1
】

第
六
四
巻
三
•
四
号

最
判
昭
五
一
年
四
月
一
日
裁
判
集
刑

一
六
六



永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

一
六
七

（日
本
評
論
社
、

二
0
0
九）

二
六
五
頁
。

（
―
-
六
四
）

二
0
0
号

一
頁
、一
l
a
1
5
0
s
_
1
J
】
最
判
昭
五
二
年
―

二
月
二
0
日
裁
判
集
刑
二
0
八
号
五
二
九
頁

（【
J
1
_
9
】)、【
1
e
1
5
0
S
I
l
L
i
】

最
判
昭
五
四
年
七
月

一
0
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
三

―
一
頁
、
【
1
C
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
六
年
六
月

一
六
日
裁
判
集
刑
ニ
ニ
ニ
号
二
五

一
頁。

(1
4
)拙
稿

「動
向
」
•
前
掲
注

(l
）
四

―
_
四
二
頁
。

(15
)

個
別
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
拙
著

「死
刑
選
択
基
準
の
研
究
』
（
関
西
大
学
出
版
部
、

二
0

1
 

0
)
二
0
三
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て

平
成
二
0
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
六
号

（二

0
0
九）

一
0
0
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二

一
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
同
六

0
巻
六
号
（
二

0
1
―
)
五
九
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

（付
．
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
言
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決
一
覧
）
」
同
六

一
巻
六
号

（二

0
―二）

一
八
四
頁
以
下
、
同
「
最

吉向
裁
に
お
い
て
平
成
二
三
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

（付
．
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
平
成
二
三
年
に
言
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決

一
覧
）
」
同
六

二
巻
六
号
（
二

0
一
三
）

一
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
四
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
」
同
六
四
巻
一
号

（二

0
一
四
）
七
五

頁
以
下
参
照
。

(16)

【
l
C
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五

0
年
五
月
二
七
日
、
【
2
d
1
5
0
S
I
l
＿
最
判
昭
五

0
年

一
0
月
三
日
。

(17)

【
l
b
1
5
0
S
i
l
】
最
判
昭
五
一
年
四
月

一
日
。

(18)

【2
e
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
二
年
四
月
二
六
日
、
【
1
a
1
5
0
s
_
l
J
】
最
判
昭
五
二
年

―二
月
二
0
日
。

(19
)

【
2
d
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
三
年

一
月
二
六
日
、
【
3
1
5
0
Sー

1
】
最
判
昭
五
三
年
四
月

一
七
日
、
【
2
C
1
5
0
s
_
1
】

月
二
二
日
、
【
8
1
5
0
S
I
l
】
最
判
昭
五
三
年

―一

月
二
八
日
。

(20
)

【
2
e
1
5
0
s
_
2
一
最
判
昭
五
四
年
四
月

一
七
日
、
【
1
e
1
5
0
s
_
1
L
i
】

―二
月
二
五
日
。

(21)

【2
d
_
5
0
S
I
3
】
最
判
昭
五
五
年
三
月

―一

日
、
【
2

bー

5
0
s
_
1
】

―
一
月
六
日
、
【
4
1
5
0
S
I
1
】
最
判
昭
五
五
年

―
一
月
一
九
日
。

(22)

【3
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
六
年
三
月

一
九
日
、
【
1
C
1
5
0
S
I
2
】

月
二
六
日
。

(23
)

東
京
高
判
昭
五
六
年
八
月
ニ

―
日
判
時
一
〇

一
九
号
二
0
頁。

(24)

堀
川
恵
子

「死
刑
の
基
準
|
|
「
永
山
裁
判
」
が
遺
し
た
も
の
』

最
判
昭
五
六
年
六
月

一
六
日
、
【
2
b
,
5
0
s
_
2
】

最
判
昭
五
五
年
四
月
二
五
日
、
【
2
C
1
5
0
S
I
2
_

最
判
昭
五
四
年
七
月

一
0
日
、
【
5
1
5
0
s
_
1
】最

判
昭
五
六
年
六

最
判
昭
五
五
年

最
判
昭
五
四
年

最
判
昭
五
三
年
六



を
判
断
し
て
い
る
。

被
害
者
の
死
亡
も
死
刑
選
択
の
前
提
で
あ
る
。

三、

死
刑
選
択
基
準
の
動
向

昭
和
五

0
年
代
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
案
で
死
刑
が
選
択
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
と
比
較

(25) 

し
な
が
ら
、
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
と
同
様
、
検
察
官
に
よ
る
死
刑
の
求
刑
が
な
い
事
案
で
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
例
が
な
い

こ
と
か
ら
、
死
刑
の
求
刑
は
死
刑
選
択
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
殺
害
の
故
意
を
伴
う
犯
罪
に
よ
る
被
害
者
の
死
亡
が
存
在
し
な

い
事
例
で
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
か
ら
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
と
同
様
、
殺
害
の
故
意
を
伴
う
犯
罪
に
よ
る

次
に
、
被
殺
者
数
は

一
貰
し
て
極
め
て
重
要
な
因
子
で
あ
り
、
複
数
、
特
に
三
名
以
上
に
な
る
と
格
段
に
死
刑
と
な
り
や
す
い
傾
向
に

あ
る
。
し
か
し
、
被
殺
者
が

一
名
の
事
例
で
も
、

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
と
同
様
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
被
殺
者
数
二
名
又
は
一
名
の
事
案
で
は
、
以
下
の
因
子
の
存
否
及
び
程
度
を
重
視
し
な
が
ら
、
死
刑
を
選
択
す
る
か
否
か

ま
ず
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
犯
行
の
罪
質
及
び
目
的
で
あ
る
。
特
に
身
代
金
目
的
で
あ
る
と
、
被
殺
者
が

一
名
で
あ
っ
て
も
、
死

(26)

（

27
)

（

28
)
 

刑
の
傾
向
が
極
め
て
強
い
。
ま
た
、
保
険
金
目
的
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
被
殺
者
が
二
名
の
場
合
に
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
の
他

の
利
欲
目
的
な
ど
そ
の
他
の
目
的
の
場
合
に
は
、
以
下
に
検
討
す
る
他
の
加
重
因
子
が
あ
る
と
き
に
、
死
刑
と
す
る
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。

ー
．
分

析

関
法
第
六
四
巻
三
•
四
号

五
件
の
死
刑
判
決
が
確
定
し
て
お
り
、
被
殺
者
数
が
絶
対
的
基
準
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

一
六
八

(
-
―
六
三
）



永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

一
六
九

(-

―
六
二
）

（
殺
害
の
非
一
回
性
）
事
例
は
、

一
名
の
殺
害
を
伴
う
犯
罪
で
無
期
懲
役
に
処
さ
れ
て
服
役
し
、
仮
出
獄
後
に
再
び

一
名
の
故
意
の
殺
害
を
伴
う
犯
罪
を
行
な
っ
た
場
合

(29
)
 

（
被
殺
者
通
算
二
名
事
例
）
、
今
犯
の
被
殺
者
は

一
名
で
あ
る
も
の
の
、
極
め
て
死
刑
に
な
り
や
す
い
。
こ
れ
は
、
犯
罪
性
の
深
化
が
窺
わ

れ
や
す
く
、
「
無
期
懲
役
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
に
、
ま
た
や
っ
た
の
か
」
と
と
ら
え
ら
れ
や
す
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
、
犯
罪
傾
向
が
窺
わ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
複
数
の
被
害
者
を
異
な
る
機
会
に
殺
害
し
た

(30
)
 

複
数
の
被
害
者
を
同

一
の
機
会
に
殺
害
し
た
事
例
に
比
べ
て
死
刑
に
な
り
や
す
い
。
こ
れ
は
、
服
役
こ
そ
し
て
い
な
い
も
の
の
、
規
範
の

壁
を
再
度
乗
り
越
え
る
点
で
犯
罪
傾
向
が
強
く
看
取
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
被
殺
者
二
名
の
事
例
の
う
ち
、

同

一
の
機
会
に
二
名
を
殺
害
し
死
刑
と
さ
れ
た
事
例
に
は
、
罪
責
を
相
当
高
め
る
別
の
因
子
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
。

(31
)
 

共
犯
事
例
に
お
い
て
、
主
導
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
極
め
て
死
刑
に
な
り
や
す
い
傾
向
に
あ
る
。

計
画
性
も
重
要
な
因
子
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
目
的
で
あ
っ
て
も
、
殺
害
の
計
画
性
が
高
い
場
合
や
用
意
が
周
到
に
準
備
さ
れ

(32
)
 

て
い
る
場
合
は
、
死
刑
と
な
り
や
す
い
。

性
的
目
的
以
外
の
犯
行
の
場
合
、
特
に
利
欲
目
的
の
場
合
に
、
性
的
な
被
害
が
随
伴
し
た
と
き
、
死
刑
に
な
り
や
す
い
傾
向
が
窺
わ
れ

(33
)
 

る
。こ

れ
ら
の
因
子
に
比
べ
て
、
反
省
悔
悟
、
生
育
歴
、
従
前
の
社
会
生
活
の
状
況
、
そ
れ
ら
か
ら
推
測
さ
れ
る
改
善
可
能
性
な
ど
を
含
む

(34
)

（

35
)
 

い
わ
ゆ
る
主
観
的
事
情
に
つ
い
て
は
、
影
響
度
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
生
育
歴
が
不
遇
で
あ
っ
て
も
、
反
省
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
ら
の
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
直
ち
に
死
刑
の
選
択
が
回
避
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
因
子
に
関
し
て
も
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
と
ほ
ぼ
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

結
局
、
検
察
官
の
死
刑
の
求
刑
と
行
為
者
に
よ
る
故
意
の
殺
害
を
大
前
提
に
、
被
殺
者
数
に
よ
り
一
定
の
振
る
い
分
け
が
な
さ
れ
た
後
、



第
二
に
、
【

l
b
1
5
0
S
_
1】

犯
行
の
罪
質
及
び
目
的
、
殺
害
を
伴
う
前
科
、
殺
害
の
非

一
回
性
、
共
犯
に
お
け
る
主
導
性
、
殺
害
の
計
画
性
、
性
被
害
と
い
っ
た
影
響

度
が
重
大
な
因
子
の
存
否
及
び
程
度
に
よ
り
、

ほ
ぼ
死
刑
選
択
の
当
否
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
お
お
む
ね
、
被
殺
者
数
、
影

響
度
が
重
大
な
因
子
の
大
部
分
を
占
め
る
犯
罪
行
為
及
び
結
果
に
関
係
す
る
事
情
を
中
心
に
判
断
し
て
い
る
と
言
え
、
主
観
的
事
情
が
死

刑
選
択
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
。
こ
の
枠
組
に
関
し
て
も
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
と
同
様
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
裁
判
所
の
死
刑
選
択
の
判
断
の
枠
組
を
例
証
す
る
た
め
に
、
死
刑
と
無
期
懲
役
の
選
択
が
最
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

身
代
金
目
的
の
事
案
は
、
計
画
性
が
高
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
死
刑
が
選
択
さ
れ
や
す
い
の
が
通
例
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、
身
代
金

の
使
途
ま
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
計
画
性
は
高
く
、
死
刑
が
相
当
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
蓋
然
的
で
は
あ
る
も
の
の
、

犯
行
二
日
前
に
殺
意
が
生
じ
て
お
り
、
抵
抗
さ
れ
た
り
騒
が
れ
た
り
し
て
衝
動
的
に
被
害
者
を
殺
害
し
た
事
例
と
は
事
案
を
異
に
し
て
い

る
。
実
際
に
、
拐
取
わ
ず
か
約

一
0
分
後
に
被
害
者
を
殺
害
し
て
お
り
、
殺
害
後
に
身
代
金
を
要
求
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
被
拐
取
者

の
殺
害
後
に
身
代
金
を
要
求
す
る
行
為
を
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
判
断
す
る
傾
向
に
あ
り
、
本
件
で
死
刑
が
選
択
さ
れ
た
大
き
な
要
因
と

な

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
本
件
被
告
人
は
、
犯
行
当
時

一
九
歳
の
少
年
で
は
あ
る
も
の
の
、
計
画
性
が
高
く
、
大
人
顔
負
け
の
犯
行
と
と

ら
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
死
刑
が
回
避
さ
れ
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第

一
に
、
【

1
a
1
5
0
S
_
1
J】

最
判
昭
五

一
年
四
月

一
日
は
、
保
険
金
目
的
で

一
名
を
殺
害
し
た
事
案
で
あ
る
。
別
の
被
害
者
夫
婦
の

る
被
殺
者

一
名
の
事
案
を
順
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

2
．
被
殺
者

一
名
の
事
案
の
検
討

関
法
第
六
四
巻

三

•
四
号

最
判
昭
五
二
年

―
二
月
二
0
日

(
J
1
,
9
)
 
は
、
身
代
金
目
的
で
小
児
を
拐
取
し
た
事
案
で
あ
る
。

一
七
〇

（
―
-
六

一）



永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

第
五
に
、
【

1
e
1
5
0
S
I
l
L
i
-

第
四
に
、
【

l
C
1
5
0
S
I
2】

と
い
う
事
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
【

1
C
1
5
0
S
I
l】

一
七

生
命
保
険
金
を
得
る
た
め
に
、
梶
棒
で
乱
打
し
て
殺
害
し
よ
う
と
し
た
殺
人
未
遂
事
件
も
惹
起
し
て
い
る
。
本
件
は
、
保
険
金
目
的
の
事

案
で
あ
り
、
死
刑
が
選
択
さ
れ
や
す
い
事
案
で
あ
る
。
し
か
も
、
未
遂
に
終
わ
っ
た
事
件
も
同
じ
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
種
の

犯
罪
の
傾
向
が
深
化
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
こ
と
か
ら
、
罪
責
を
押
し
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
-
―
六
0
)

最
判
昭
五

0
年
五
月
二
七
日
は
、
強
盗
目
的
で
高
齢
女
性
を
絞
殺
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
孫
の
妻
を
絞

殺
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
未
遂
に
終
わ
っ
た
事
案
で
あ
る
。
被
害
者
が
殺
害
さ
れ
た

一
名
の
み
で
あ
る
事
案
と
比
べ
る
と
、
孫
の
妻
を
殺

害
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
罪
責
は
よ
り
大
き
い
。
ま
た
、
性
被
害
が
随
伴
し
て
い
る
こ
と
も
罪
責
を
押
し
上
げ
る

一
因
と
な
っ
て
い
る
。

と
は
言
え
、
本
件
で
罪
責
を
大
き
く
押
し
上
げ
た
の
は
、
計
画
性
を
持
っ
て
、
数
日
間
犯
行
先
を
執
拗
に
物
色
し
た
末
に
犯
行
に
及
ん
だ

最
判
昭
五
六
年
六
月
一
六
日
は
、
強
盗
目
的
で
高
齢
女
性
を
殺
害
し
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
案
も
性

被
害
が
随
伴
し
て
お
り
、
罪
責
が
押
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
で
罪
責
を
よ
り
大
き
く
押
し
上
げ
た
の
は
、
殺
人
と
強
盗

を
含
む
前
科
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
前
科
は
、
本
件
犯
行
と
同
種
の
前
科
で
あ
り
、
殺
人
に
ま
で
至
る
凶
悪
な
犯
罪
傾
向

と
暴
力
を
用
い
て
金
品
を
奪
取
し
よ
う
と
す
る
利
欲
的
な
犯
罪
傾
向
が
深
化
し
た
こ
と
が
強
く
看
取
で
き
る
た
め
で
あ
る
。

最
判
昭
五
四
年
七
月

一
0
日
は
、
暴
力
を
嫌

っ
て
家
出
し
た
妻
の
所
在
を
妻
の
姉
夫
婦
か
ら
無
理
に

で
も
聞
き
出
そ
う
と
考
え
て
起
こ
し
た
事
件
で
あ
っ
て
、
妻
の
姉
の
夫
を
殺
害
す
る
と
と
も
に
、
妻
の
姉
や
そ
の
子
ら
合
わ
せ
て
―
―一
人
を

殺
害
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
未
遂
に
終
わ
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
実
質
的
に
は
計
画
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
罪
責
を

押
し
上
げ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
本
件
で
罪
責
を
よ
り
大
き
く
押
し
上
げ
た
の
は
、
強
盗
殺
人
な
ど
に
よ
っ
て
服
役
し
た
無
期

懲
役
の
仮
出
獄
中
に
惹
起
し
た
犯
行
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



六
0
件、

二
0
四
八
件
、

一
六
八
四
件
、

昭
和
五

0
年
代
に
最
高
裁
に
お
い
て
確
定
し
た
死
刑
判
決
は
、

子
に
対
す
る
評
価
に
特
段
異
な
る
と
こ
ろ
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

一
九
八
六
件
、

（
―
-
五
九
）

一
九
件
と
多
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
昭
和
五

0
年
代
に
最
高
裁
が
死

刑
選
択
基
準
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
判
然
と
し
な
い
点
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
そ
の
点
の
留
保
は
必
要
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
昭
和
四

0
年
代
末
及
び
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
と
比
べ
て
、
死
刑
を
相
当
と
す
る
罪
責
の
量
や
個
別
の
量
刑
因

従
っ
て
、
昭
和
四
八
年
頃
か
ら
最
高
裁
に
お
い
て
運
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
死
刑
選
択
基
準
が
昭
和
五

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
も
維
持
さ

こ
の
背
景
と
し
て
、
昭
和
四

0
年
代
後
半
か
ら
死
刑
を
抑
制
的
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
強
ま
り
、
昭
和
五

0
年
代
に
入
っ
て
も

そ
の
動
き
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
五

0
年
代
に
最
高
裁
に
お
い
て
死
刑
判
決
が
確
定
し
た
事
件
の
原
々
審
や
原
審

に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
動
き
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
死
刑
制
度
の
存
廃
に
関
す
る
世
界
の
立
法
の
動
向
、
世
論

(36
)
 

の
傾
向
」
を
考
慮
し
た
も
の
や
、
「
近
時
死
刑
の
言
い
渡
し
に
つ
い
て
は
裁
判
所
は
極
め
て
慎
重
で
あ
り
、
そ
の
数
は
減
少
の
傾
向
に
あ

(37
)
 

る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
」
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。

五――
―件、

昭
和
五

0
年
乃
至
昭
和
五
八
年
の
殺
人
の
認
知
件
数
は
、
順
に
、

二
0
九
八
件
、

ニ―

―
一
件、

二
0
三
一

件、

(38
)
 

一
七
四
五
件
で
あ
っ
た
。

一
七
五
四
件
、

知
件
数
は
、
順
に
、

ニ
ニ

八
八
件
、

ニ―

九
八
件
、

ニ

―
―一

件、

ニ

―
九
五
件
、

二
0
九
八
件
、

(39
)
 

一
九

―
二
件
で
あ
っ
た
。
昭
和
四

0
年
代
に
比
べ
て
、
昭
和
五

0
年
代
の
殺
人
の
認
知
件
数
が
若
干
減
少
傾
向

に
あ
る
も
の
の
、
大
幅
に
減
少
し
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
同
じ
く
死
刑
選
択
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
い
強
盗

一
七
六
四
件
、

れ
続
け
た
と
言
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

3
．
前
後
の
時
期
と
の
比
較

関
法
第
六
四
巻

三

•
四
号

一
九
四

一
件、

二
〇

一
方
、
昭
和
四

0
年
乃
至
昭
和
四
九
年
の
殺
人
の
認

一
七

一
八
六
二
件、

八



(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

死
刑
選
択
の
対
象
と
な
る
犯
罪
が
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
を
相
当
と
す
る
罪
責
の
量
が
引
き
上
げ
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
ま
で
の
昭
和
五

0
年
代
に
最
高
裁
で
確
定
し
た
死
刑
判
決
は
、
八
年
余
り
で
一
九
件
に

留
ま
り
、
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
六
七
件
と
比
べ
る
と
、
格
段
に
少
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
昭
和
五
八
年
に
言
渡
さ
れ
た
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
は
、
死
刑
を
相
当
と
す
る
罪
責
の
量
を
新
た
に
設

定
し
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
個
別
の
量
刑
因
子
に
対
す
る
評
価
を
変
更
し
た
も
の
で
も
な
い
。
同
判
決
は
、

そ
の
一

0
年
ほ
ど
前
か
ら

運
用
さ
れ
て
き
た
死
刑
選
択
基
準
を
維
持
し
、
確
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告

審
判
決
の
示
し
た
基
準
は
新
た
に
創
造
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

(41
)
 

そ
し
て
、
最
高
裁
の
死
刑
選
択
基
準
は
、
光
市
事
件
の
よ
う
な
ご
く
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
昭
和
四
八
年
以
降
、
今
日
に
至
る
ま
で

四

0
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
特
段
の
厳
罰
化
の
傾
向
も
寛
刑
化
の
傾
向
も
見
受
け
ら
れ
ず
、

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(40
)
 

殺
人
を
含
む
強
盗
致
死
に
お
い
て
も
共
通
で
あ
る
。

お
お
む
ね
安
定
性
を
保
っ
て
運
用
さ
れ
る
こ

永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
の
死
刑
選
択
基
準
の
分
析
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
拙
著
・
前
掲
注

(15)
参
照
。

【
1
a
1
5
0
s
_
1
J
】
最
判
昭
五
二
年

―二
月
二
0
日
。

【
1
b
,
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
一
年
四
月
一
日
。

保
険
金
目
的
の
も
の
と
し
て
、
【
2
b
,
5
0
S
'
l
＿
最
判
昭
五
五
年
四
月
二
五
日
、
【
2
b
,
5
0
s
,
2
】
最
判
昭
五
六
年
六
月
二
六
日
。

【
1
e
,
5
0
s
,
1
L
i
】
最
判
昭
五
四
年
七
月
一

0
日。

【
2
b
,
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
五
年
四
月
二
五
日
、
【
2
d
,
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
三
年
一
月
二
六
日
。

【
2
d
,
5
0
s
'
l
＿
最
判
昭
五
0
年

一
0
月
三
日
。
共
犯
者
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
指
示
な
ど
を
行
っ
た
事
案
で
あ
り
、
特
に
悪
質
と
評
価
さ

一
七
三

（
―
-
五
八
）



れ
よ
う
。

(32)

【
1
C
1
5
0
S
I
l
】
最
判
昭
五

0
年
五
月
二
七
日
、
【
1
a
1
5
0
s
_
1
J
】
最
判
昭
五
二
年
―
二
月
二

0
日
（
身
代
金
の
使
途
ま
で
考
え
て
い

た
も
の
）
、
【
2
Cー

5
0
S
|
1
】
最
判
昭
五
三
年
六
月
二
二
日
、
【
2
b
1
5
0
S
I
l
】
最
判
昭
五
五
年
四
月
二
五
日
、
【
2
C
1
5
0
Sー

2
】
最
判

昭
五
五
年
―
一
月
六
日
、
【
2
b
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
六
年
六
月
二
六
日
。
実
質
的
に
計
画
性
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
【
l
e
_
5
0

s
_
1
L
i
ー
最
判
昭
五
四
年
七
月
一

0
日
が
あ
る
。
ま
た
、
計
画
性
ま
で
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
過
性
の
偶
発
的
機
会
的
犯
行
で
は

な
い
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
【
2
e
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
四
年
四
月
一
七
日
が
あ
る
。

(33)

殺
害
が
未
遂
に
終
わ
っ
た
被
害
者
に
対
す
る
強
姦
行
為
が
随
伴
し
た
事
例
と
し
て
、
【
l
C
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五

0
年
五
月
二
七
日
。

(34)

【
1
C
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五

0
年
五
月
二
七
日
、
【
2
d
1
5
0
S
I
2
】
最
判
昭
五
三
年
一
月
二
六
日
、
【
1
e
1
5
0
s
_
1
L
i
】
最
判
昭
五
四

年
七
月
一

0
日
、
一
2
C
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
五
年

―一

月
六
日
。

(35)

【
2
e
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
二
年
四
月
二
六
日
、
【
2
d
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
三
年
一
月
二
六
日
、
【
1
e
1
5
0
S
I
1
L
i
】
最
判
昭
五
四

年
七
月
一

0
日

(
-
応
の
反
省
）
。

(36)

東
京
地
判
昭
四
八
年

一
月
三
一
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
一
八

0
頁
(
【
2
d
1
5
0
s
_
2
】
最
判
昭
五
三
年
一
月
二
六
日
の
原
々
審
）
。
「
弁
護
人
が
主

張
す
る
よ
う
な
、
死
刑
制
度
の
存
廃
に
関
す
る
世
界
の
立
法
の
動
向
、
世
論
の
傾
向
を
十
分
に
考
慮
し
て
も
、
死
刑
制
度
が
お
か
れ
て
い
る
わ
が

国
の
法
制
の
も
と
で
は
、
被
告
人
に
対
し
極
刑
を
科
す
る
の
も
や
む
を
え
な
い
も
の
と
考
え
る
」
と
す
る
。

(37)

福
岡
高
那
覇
支
判
昭
五
一
年
一
月
一
九
日
刑
資
ニ
ニ
七
号
三
七
頁
(
【
2
e
1
5
0
s
_
1
】
最
判
昭
五
二
年
四
月
二
六
日
の
原
審
）
。

(38)

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
『
平
成
九
年
版
犯
罪
白
書
1

日
本
国
憲
法
施
行
五

0
年
の
刑
事
政
策
ー
』
（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
七
）

四
0
八
頁
。

(39)

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
・
前
掲
注

(38)
四
0
八
頁
。

(40)

昭
和
五

0
年
乃
至
昭
和
五
八
年
の
強
盗
致
死
の
認
知
件
数
は
、
順
に
、
四
二
件
、
七
四
件
、
五
三
件
、
四
一
件
、
五
五
件
、
四
五
件
、
五
二
件
、

四
八
件
、
六
五
件
で
あ
っ
た
。

一
方
、
昭
和
四

0
年
乃
至
昭
和
四
九
年
の
強
盗
致
死
の
認
知
件
数
は
、
順
に
、
一

0
二
件、

一
四

一
件
、
九
八
件
、

八
六
件
、
七
二
件
、
四
二
件
、
四
八
件
、
四
九
件
、
四
二
件
、
四
九
件
で
あ
っ
た
。
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
・
前
掲
注

(38)
四
0
八
頁
。

(41)

【
N
-
5
】
最
判
平
一
八
年
六
月
二
0
日
判
時
一
九
四
一
号
三
八
頁
（
第
一
次
上
告
審
）
、
【
2
d
_
6
J
】
最
判
平
二
四
年
二
月
二
0
日
判
時

二

―
六
七
号

―一

八
頁

(
J
2ー

14
、
N
-
5
)

（
一
名
の
裁
判
官
の
反
対
意
見
あ
り
）
（
第
二
次
上
告
審
）
。
光
市
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
が
例

関
法
第
六
四
巻
三
•
四
号

一
七
四

（
―
-
五
七
）



永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

外
的
な
判
断
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
•
前
掲
注

(
1
5
)

一
七
五

（
―
-
五
六
）

別
稿
で
検
討
し
た
通
り
、
昭
和
四

0
年
代
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
基
準
や
判
断
要
素
を
示
す
こ
と
な
く
、
死
刑
選
択
と
い
う
結
論
を

(42) 

導
く
判
決
が
一
般
的
で
あ
り
、
ご
く

一
部
の
判
決
に
お
い
て
の
み
、
死
刑
選
択
基
準
や
判
断
要
素
が
提
示
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
昭
和
五

0
年
代
に
入
る
と
、
何
ら
か
の
基
準
や
判
断
要
素
を
示
す
判
決
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
に
お
い
て
死
刑
選
択
基
準
が
定
立
さ
れ
る
ま
で
に
示
さ
れ
て
い
た
死
刑
選
択
基
準
の
言
い
回

し
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
に
お
け
る
死
刑
選
択
基
準
の
言
い
回
し
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
き
た
の
か

昭
和
五

0
年
代
に
最
高
裁
に
お
い
て
死
刑
選
択
に
当
た
り
、
基
準
や
判
断
要
素
を
示
し
た
判
決
は
五
件
あ
る
。

時
系
列
順
に
並
べ
る
と
、
①
「
犯
行
の
動
機
、
態
様
こ
と
に
殺
害
の
手
段
方
法
の
執
拗
か
つ
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
、
犯
行
に
際
し

被
告
人
の
占
め
た
主
導
的
役
割
、
被
告
人
の
前
科
前
歴
、
…
…
被
害
者
…
…
の
年
令
、
社
会
的
影
響
そ
の
他
記
録
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
諸

(43
)
 

般
の
情
状
を
考
慮
す
れ
ば
…
…
」
、
②
「
各
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
計
画
性
、
態
様
、
被
害
結
果
及
び
社
会
的
影
響
の
重
大
性
な
ど
の
諸

(44
)
 

点
に
か
ん
が
み
る
と
、
犯
情
は
極
め
て
重
く
、
そ
の
刑
責
は
重
大
で
あ
り
…
…
」
、

③

「
本
件
犯
行
の
動
機
、
態
様
、
罪
質
、
結
果
及
び

社
会
的
影
響
の
重
大
性
、
こ
と
に
、
…
•
•
•
そ
の
所
業
の
残
忍
、
非
道
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
被
告
人
に
前
科
前
歴
の
な
い
こ
と
、
被
告
人

(45) 

の
性
格
、
家
庭
の
状
況
な
ど
被
告
人
に
有
利
な
情
状
を
す
べ
て
参
酌
し
て
も
…
…
」
、

④

「
本
件
各
犯
行
の
動
機
、
態
様
、
罪
質
、
結
果

の
重
大
性
等
、
こ
と
に
、
本
件
強
盗
強
姦
・
強
盗
殺
人
の
所
為
は
…
…
卑
劣
な
犯
行
で
あ
り
…
…
そ
の
手
口
も
、
残
忍
冷
酷
と
い
わ
ざ
る

四
、
永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程
と
そ
の
意
義

1
0
五
頁
以
下
参
照
。



い
」
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
も
な
い
。

一
方
、
「
犯
行
に

（
―
-
五
五
）

(46
)
 

を
得
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
被
告
人
に
は
殺
人
、
強
盗
を
含
む
前
科
六
犯
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
…
…
」
、
⑤
「
本
件
各
犯
行

の
動
機
、
計
画
性
、
殺
害
の
手
段
方
法
の
残
虐
さ
、
結
果
の
重
大
性
、
被
告
人
の
役
割
、
犯
行
後
の
情
状
等
に
か
ん
が
み
れ
ば
…
…
」
で

(47
)
 

あ
る
。

(48
)
 

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
言
い
回
し
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
四

0
年
代
に
最
高
裁
に
よ
り
示
さ
れ
た
言
い
回
し
と
も
異
な
る
。

そ
し
て
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
の
「
死
刑
制
度
を
存
置
す
る
現
行
法
制
の
下
で
は
、
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様
こ
と
に
殺
害

の
手
段
方
法
の
執
拗
性
・
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
こ
と
に
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
の
数
、
遺
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影
響
、
犯
人
の
年

齢
、
前
科
、
犯
行
後
の
情
状
等
各
般
の
情
状
を
併
せ
考
察
し
た
と
き
、
そ
の
罪
責
が
誠
に
重
大
で
あ
っ
て
、
罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら
も

一
般
予
防
の
見
地
か
ら
も
極
刑
が
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
こ
で
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
と
①
乃
至
⑤
の
判
決
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

第

一
に
、
①
の
判
決
は
、
「
犯
行
の
動
機
、
態
様
こ
と
に
殺
害
の
手
段
方
法
の
執
拗
か
つ
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
、
…
…
被
告
人
の

前
科
前
歴
、
…
…
社
会
的
影
響
」
と
い
う
部
分
の
内
容
が
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
と
ほ
ぽ
重
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

五
つ
の

因
子
の
う
ち
、
被
告
人
の
前
科
と
社
会
的
影
響
の
順
序
が
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
永
山
事
件
第

一

次
上
告
審
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
犯
行
の
罪
質
を
は
じ
め
と
す
る
四
つ
の
因
子
は
①
の
判
決
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。

際
し
被
告
人
の
占
め
た
主
導
的
役
割
」
、
「
被
害
者
…
…
の
年
令
」

関
法

第
六
四
巻

三

・
四
号

の
二
つ
の
因
子
は
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
で
は
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。
①
の
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
因
子
は
、
該
当
す
れ
ば
い
ず
れ
も
被
告
人
に
不
利
に
掛
酌
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
②
の
判
決
は
、
「
各
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
…
…
態
様
、
被
害
結
果
及
び
社
会
的
影
響
の
重
大
性
」
と
い
う
部
分
の
内
容
が

一
七
六



永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

一
方
、
「
計
画
性
」

一
七
七

五
つ
の
因
子
の
挙
げ
ら
れ
る
順
序
は
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決

と

一
致
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
遺
族
の
被
害
感
情
を
は
じ
め
と
す
る
四
つ
の
因
子

の
因
子
は
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
①
の

判
決
同
様
、
②
の
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
因
子
は
、
該
当
す
れ
ば
い
ず
れ
も
被
告
人
に
不
利
に
鞘
酌
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
＿
一
に
、
③
の
判
決
は
、
「
本
件
犯
行
の
動
機
、
態
様
、
罪
質
、
結
果
及
び
社
会
的
影
響
の
重
大
性
…
…
を
考
え
る
と
、
被
告
人
に
前

科
前
歴
の
な
い
こ
と
…
…
な
ど
被
告
人
に
有
利
な
情
状
を
す
べ
て
参
酌
し
て
も
…
…
」
と
い
う
部
分
の
内
容
が
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審

判
決
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
六
つ
の
因
子
の
う
ち
、
罪
質
と
動
機
及
び
態
様
の
順
序
が
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
遺
族
の
被
害
感
情
を
は
じ
め
と
す
る
三
つ
の
因
子
は
③

の
判
決
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。
「
こ
と
に
、
…
…
そ
の
所
業
の
残
忍
、
非
道
な
こ
と
」
は
態
様
又
は
結
果
を
よ
り
詳
細
に
説
明
す
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
そ
の
関
係
が
不
明
確
で
、
独
立
の
因
子
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

性
格
、
家
庭
の
状
況
」
と
い
う
二
つ
の
因
子
は
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
①
及
び
②
の
判
決
と
は
異

な
り
、
被
告
人
に
不
利
な
事
情
と
有
利
な
事
情
が
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

第
四
に
、
④
の
判
決
は
、
「
本
件
各
犯
行
の
動
機
、
態
様
、
罪
質
、
結
果
の
重
大
性
等
、
…
…
前
科
六
犯
が
あ
る
こ
と
」
と
い
う
部
分

の
内
容
が
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

が
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
遺
族
の
被
害
感
情
を
は
じ

め
と
す
る
四
つ
の
因
子
は
④
の
判
決
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。
「
こ
と
に
、
本
件
…
…
の
所
為
は
…
…
卑
劣
な
犯
行
で
あ
り
…
…
そ
の
手
口

も
、
残
忍
冷
酷
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
」
は
態
様
又
は
結
果
を
よ
り
詳
細
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で

は
②
の
判
決
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。

一
方
、
「
被
告
人
の

五
つ
の
因
子
の
う
ち
、
罪
質
と
動
機
及
び
態
様
の
順
序

（
―
-
五
四
）



な
い
。

は
そ
の
関
係
が
不
明
確
で
、
独
立
の
因
子
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
及
び
②
の
判
決
同
様
、
④
の
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
因

子
は
、
該
当
す
れ
ば
い
ず
れ
も
被
告
人
に
不
利
に
掛
酌
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

第
五
に
、
⑤
の
判
決
は
、
「
本
件
各
犯
行
の
動
機
、
…
…
殺
害
の
手
段
方
法
の
残
虐
さ
、
結
果
の
重
大
性
、
…
…
犯
行
後
の
情
状
等
」

と
い
う
部
分
の
内
容
が
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
犯

行
の
罪
質
を
は
じ
め
と
す
る
五
つ
の
因
子
は
⑤
の
判
決
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。

因
子
は
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
①
、
②
及
び
④
の
判
決
同
様
、
⑤
の
判
決
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
因

子
は
、
該
当
す
れ
ば
い
ず
れ
も
被
告
人
に
不
利
に
掛
酌
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

①
乃
至
⑤
の
判
決
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
も
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
と
は
異
な
り
、
「
そ
の
罪
責
が
誠
に
重
大
で
あ
っ
て
、

罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら
も
一
般
予
防
の
見
地
か
ら
も
極
刑
が
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許
さ
れ
る
も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
死
刑
選
択
の
際
の
量
刑
原
理
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
①
乃
至
⑤
の
判
決
と
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
は
、
罪
質
、
動
機
、
態
様
、
結
果
と
い
っ
た
共
通
す
る
因
子
が

あ
る
。
昭
和
四
八
年
頃
以
降
の
死
刑
判
断
が
統

一
的
か
つ
安
定
的
で
あ
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
昭
和
五

0
年
代
に
は
、
黙
示
的
な

も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
共
通
の
枠
組
に
沿
っ
て
最
高
裁
が
死
刑
選
択
を
行
な

っ
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

一
方
で
、
①
乃
至
⑤
の
判
決
と
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
は
完
全
に

一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
①
乃
至
⑤
の
い
ず

れ
か

―
つ
の
判
決
だ
け
が
母
体
と
な

っ
て
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
の
定
立
す
る
基
準
を
生
み
出
し
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き

①
乃
至
⑤
の
判
決
が
異
な
る
言
い
回
し
を
用
い
て
い
る
の
は
、
最
高
裁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
か
ら
そ
の
た
び
ご
と
に
摘
示
す
る
因
子
と

関
法
第
六
四
巻

三

・
四
号

一
方
、
「
計
画
性
」
、
「
被
告
人
の
役
割
」
と
い
う
二
つ
の

一
七
八

（
―
-
五
三）



永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

一
七
九

摘
示
す
る
必
要
の
な
い
因
子
を
抽
出
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
①
は
共
犯
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
犯
行
に

際
し
被
告
人
の
占
め
た
主
導
的
役
割
」
と
い
う
因
子
が
、
②
は
保
険
金
目
的
で
計
画
性
が
認
め
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
計
画

性
」
の
因
子
が
、
③
は
長
年
に
わ
た
っ
て
交
際
し
て
き
た
被
害
者

一
家
三
人
を
殺
害
し
た
こ
と
か
ら
、
「
そ
の
所
業
の
残
忍
、
非
道
な
こ

と
」
と
い
う
因
子
が
、
⑤
は
保
険
金
目
的
で
計
画
性
が
認
め
ら
れ
た
共
犯
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
計
画
性
」
、
「
被
告
人
の
役
割
」

い
事
件
で
あ
る
た
め
、
計
画
性
に
関
わ
る
因
子
が
そ
れ
ぞ
れ
摘
示
さ
れ
て
い
な
い
。

の

因
子
が
そ
れ
ぞ
れ
摘
示
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
②
、
③
及
び
④
は
共
犯
事
件
で
な
い
た
め
、
共
犯
に
関
わ
る
因
子
が
、
①
は
計
画
性
が
な

五
つ
の
判
決
を
判
断
を
示
し
た
小
法
廷
ご
と
に
見
る
と
、
③
は
第

一
小
法
廷
、
④
は
第
三
小
法
廷
、

①
、
②
及
び
⑤
は
第
二
小
法
廷
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
同
じ
言
い
回
し
を
用
い
て
も
よ
い
は
ず
の
比
較
的
近
い
時
期
に
判
断
が
示
さ
れ
た
同
じ
小
法
廷
で
あ
る

①
、
②
及
び
⑤
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
言
い
回
し
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
最
高
裁
が
事
案
か
ら
そ
の
た
び
ご
と
に
摘
示
す
る
因

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
で
示
さ
れ
た
因
子
も
、
罪
質
、
動
機
、
態
様
、
結
果
と
い

っ
た
共
通

す
る
因
子
と
、
永
山
事
件
そ
の
も
の
か
ら
抽
出
さ
れ
た
摘
示
す
る
因
子
と
摘
示
す
る
必
要
の
な
い
因
子
か
ら
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
永
山
事
件
か
ら
抽
出
さ
れ
て
摘
示
さ
れ
た
の
は
、
殺
害
さ
れ
た
四
名
の
「
遺
族
の
被
害
感
情
」
、
各
地
で
拳
銃
に
よ
る
殺
害
行
為
を

う
前
歴
を
黙
示
的
に
含
む
で
あ
ろ
う
「
前
科
」

行
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
「
社
会
的
影
響
」
、
被
告
人
が
犯
行
当
時

一
九
歳
の
少
年
と
い
う
「
犯
人
の
年
齢
」
、
保
護
観
察
中
で
あ
っ
た
と
い

(49
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で
あ
る
。
①
乃
至
⑤
の
判
決
に
お
い
て
は
、
該
当
す
れ
ば
い
ず
れ
も
被
告
人
に
不
利
に
掛

酌
さ
れ
る
因
子
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
同
判
決
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
犯
行
当
時

一
九
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
た
め
、
被

告
人
に
有
利
に
な
り
う
る
「
犯
人
の
年
齢
」
と
い
う
因
子
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
、
永
山
事
件
か
ら
抽
出
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
に
摘

子
と
摘
示
す
る
必
要
の
な
い
因
子
を
抽
出
し
て
き
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
―
-
五
二
）



い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
部
分
（
以
下
、
「
量
刑
原
理
」
と
す
る
）

（
―
-
五
一
）

示
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
殺
害
の
非
一
回
性
、
共
犯
に
お
け
る
主
導
性
、
殺
害
の
計
画
性
、
性
被
害
の
随
伴
で
あ
る
。

死
刑
選
択
の
際
に
考
慮
す
べ
き
因
子
に
加
え
て
、
最
高
裁
は
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
に
お
い
て
、
①
乃
至
⑤
の
判
決
に
お
い

て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
死
刑
選
択
の
際
の
量
刑
原
理
を
初
め
て
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
罪
責
が
誠
に
重
大
で
あ
っ
て
、
罪
刑

の
均
衡
の
見
地
か
ら
も

一
般
予
防
の
見
地
か
ら
も
極
刑
が
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許
さ
れ
る
も
の
と

で
あ
る
。
こ
の
量
刑
原
理
は
、
そ
れ
ま
で
の
判
決
に
は
な

か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
死
刑
選
択
基
準
と
し
て
の
新
規
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
量
刑
原
理
の

考
え
方
が
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
に
至
っ
て
初
め
て
創
造
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
死
刑
判
決
を
総
覧
し
て
行
っ
た
分
析
か
ら
す

れ
ば
、
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
の

一
0
年
ほ
ど
前
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
採
ら
れ
て
き
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
永
山

事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
が
摘
示
し
て
い
な
い
も
の
も
含
む
種
々
の
量
刑
因
子
が
犯
罪
行
為
と
結
果
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
死
刑
選

択
の
判
断
に
当
た
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
き
た
こ
と
や
、
死
刑
を
相
当
と
す
る
罪
責
の
量
が
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
の

一
〇

従
っ
て
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
の
量
刑
原
理
は
、
単
に
量
刑
原
理
を
示
す
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
意
味
を
有
し
て
い
る
。
全
て

の
事
例
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
因
子
を
列
挙
し
、
そ
の
重
要
度
や
相
互
関
係
を
整
序
し
た
上
、
死
刑
を
相
当
と
す
る
罪
責
の

量
を
計
量
的
に
示
し
て
お
く
こ
と
は
、
量
刑
判
断
の
場
面
に
お
い
て
は
、
不
可
能
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
量
刑
基
準
の
限
界
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
種
々
の
場
面
に
お
け
る
適
用
に
耐
え
う
る
法
理
を
摘
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
法
理
こ
そ
が
「
そ
の
罪
責
が
誠
に
重
大
で

あ
っ
て
、
罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら
も

一
般
予
防
の
見
地
か
ら
も
極
刑
が
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許

さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
部
分
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
法
理
は
、
永
山
事
件
か
ら
抽
出
さ
れ
な
か
っ
た
因
子

年
ほ
ど
前
か
ら
変
動
し
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。

関
法
第
六
四
巻

三

•
四
号

一
八
〇



(42) 

(43) 
永
山
基
準
の
定
立
に
向
け
た
道
程

八~

を
排
除
す
る
趣
旨
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
「
そ
の
罪
責
が
誠
に
重
大
で
あ
っ
て
、
罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら
も

一
般
予
防
の
見
地
か
ら

も
極
刑
が
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
因
子
は
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
に
明
示
さ
れ
て

い
な
く
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
殺
害
の
非
一
回
性
、
共
犯
に
お
け
る
主
導
性
、
殺
害

の
計
画
性
、
性
被
害
の
随
伴
な
ど
の
因
子
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
全
て
の
因
子
を
く
ま
な
く
摘
示
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
永
山

事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
の
示
し
た
基
準
は
、

や
む
を
得
な
い
こ
と
と
は
言
え
、
完
全
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
の
示
し
た
基
準
は
別
の
意
味
で
も
完
全
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
判
決
当
時
、
こ
の

基
準
が
実
質
的
に
運
用
さ
れ
始
め
て
か
ら
一

0
年
ほ
ど
し
か
た
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
適
用
事
例
は
二
0
件
余
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、

様
々
な
事
例
に
対
応
で
き
る
ほ
ど
完
全
な
形
態
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
個
々
の
事
例
の
判
断
に
直
面
す
る
た
び
、
そ
れ
ま
で
に
培
っ

て
き
た
基
準
の
実
質
を
敷
術
す
る
形
で
、
こ
の
基
準
は
肉
付
け
さ
れ
、
成
長
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
死
刑
を
相
当
と
す

る
罪
責
の
量
や
個
別
の
量
刑
因
子
に
対
す
る
評
価
に
関
す
る
具
体
的
実
質
的
な
意
味
を
有
す
る
死
刑
選
択
基
準
の
判
例
と
し
て
の
完
成
度

を
高
め
て
き
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
の
言
い
回
し
の
み
を
見
て
、

事
例
判
例
に
す
ぎ
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
り
、
失
当
で
あ
る
。

量
刑
基
準
の
判
例
の
限
界
を
踏
ま
え
、
そ
し
て
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
前
後
の
死
刑
判
断
を
総
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
判
決

が
示
し
た
基
準
の
具
体
的
実
質
的
内
容
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
解
を
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
死
刑
選
択
に
も
活
か
し

(50
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て
い
く
必
要
が
あ
る
。

拙
稿
「
動
向
」
•
前
掲
注

(1
)
四
六
ー
四
八
頁
。

【

2
d
_
5
0
s
_
1
】

最

二
小
判
昭
五

0
年

一
0
月
三
日
。

（
―
-
五
0
)



＊
 

＊
 

(44)

【
2
b
,
5
0
s
_
1
】
最
二
小
判
昭
五
五
年
四
月
二
五
日
。

(45)

【
3
,
5
0
s
_
2
】
最
一
小
判
昭
五
六
年
三
月
一
九
日
。

(46)

【
l
Cー

5
0
Sー

2
】
最
三
小
判
昭
五
六
年
六
月
一
六
日
。

(47)

【
2
b
,
5
0
s
,
2
】
最
二
小
判
昭
五
六
年
六
月
二
六
日
。

(48)

拙
稿
「
動
向
」
・
前
掲
注

(
1
)

四
六
ー
四
八
頁
。
例
え
ば
、
「
本
件
犯
行
の
動
機
、
兇
器
準
備
な
ど
の
計
画
性
、
被
害
者
が
当
時
五

0
年
と
ニ

一
年
の
無
抵
抗
の
婦
女
子
二
名
で
あ
る
こ
と
、
殺
害
の
手
段
方
法
の
残
虐
性
、
犯
行
後
の
行
状
、
前
科
前
歴
、
犯
行
時
の
年
令
な
ど
原
判
示
の
諸

般
の
情
状
を
総
合
し
て
考
察
す
れ
ば
、
被
告
人
の
生
活
歴
、
家
庭
の
事
情
、
性
格
な
ど
被
告
人
に
有
利
な
情
状
を
す
べ
て
参
酌
し
て
も
…
…
」

(【
2
e
,
4
0
s
,
4
】
最
判
昭
四
七
年
―

二
月
八
日
裁
判
集
刑
一
八
五
号
五
七
一
頁
）
、
「
犯
行
の
動
機
、
計
画
性
、
犯
行
の
態
様
、
犯
行
後
の
行

状
、
被
害
者
遺
族
に
与
え
た
打
撃
、
犯
行
の
社
会
的
影
響
の
重
大
性
、
被
告
人
の
前
科
歴
な
ど
を
考
え
る
と
…
…
」
（
【
1
C
1
4
0
S
1
1
9
】
最
判

昭
四
九
年

―二
月
二

0
日
裁
判
集
刑
一
九
四
号
四
一
五
頁
）
が
あ
る
。

(49)

「
こ
と
に
殺
害
さ
れ
た
被
害
者
の
数
」
も
、
四
名
殺
害
と
い
う
事
実
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

(50)

こ
の
基
準
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
稿
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
死
刑
選
択
基
準
」
福
井
厚
編
著
「
死
刑

と
向
き
あ
う
裁
判
員
の
た
め
に
』
（
現
代
人
文
社
、
二
0
-

―
)
三
七
頁
以
下
、
五

二
—
五
三
頁
。

角
田
猛
之
先
生
還
暦
記
念
号
へ
の
掲
載
に
当
た
り
、
角
田
猛
之
先
生
の
ま
す
ま
す
の
御
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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研
究
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一
般
財
団
法
人
司
法
協
会
平
成
二
四
年
度
研
究
助
成
「
日
本
に
お
け
る
死
刑
の
実
際
1

死
刑
選
択
基
準
及
び
死
刑
執
行
'
|
—
」

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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